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ご 挨 拶 

 ２０１２シーズンも、みやぎ蔵王白石スキー場をご利用いただき誠にありがとうございました。 

東日本大震災から 1 年半が過ぎましたが、まだまだ復興半ばではありますが、皆様には健康で過ごさ

れることを願っております。 

 昨シーズンは、私共も普段と変わらぬスキー場営業を行なう中で、宮城・福島の子供たちに雪の中

で遊んでもらい、元気になってもらえればと活動して参りました。２０１３シーズンも子供たちを 

応援できる活動の継続と、安全第一を旨にシーズンを迎えたいと思います。 

 また、昨年１２月には国土交通省・東北運輸局の安全マネジメントの評価を受け、索道の安全に対

する不忘アザレアの取組を説明しました。あらためて、みやぎ蔵王白石スキー場に関わるすべての人

が同じ安全意識を持ち、お客様に安心してご利用いただけるスキー場作りを致します。 

 ２０１３シーズンも多くの皆様にみやぎ蔵王白石スキー場で楽しんで頂ければ幸いです。 

 

                     特定非営利活動法人 不忘アザレア  

                          理事長  三浦 義邦 

 

 

 

安全方針について 

 もとより白石スキー場でも安全に関する規定はありましたが、平成 18年 10月 1日の鉄道事業法の

改正を受け、安全に対する意識をより高める意味から「安全管理規定」を作成し運用しています。 

 

「輸送の安全を確保するための基本理念」 

1.一致協力して積極的に安全運行に取り組みます。 

2.「運転取扱細則」・「係員服務規程」等、法令及び規定をよく理解するよう努め、誠実に職務を遂行し

ます。 

3.職務の遂行にあたり、確認の励行に努め、疑義のある時は最も安全と思われる取り扱いをします。 

4.事故・災害等が発生したときは、人命救助を最優先に行動し、速やかに「緊急体制要領」に基づき、

適切な処置をとります。 

5.常に問題意識を持ち、情報は漏れなく迅速・正確に伝え、透明性を確保します。 

 

上記の基本理念を実行するため、安全輸送の管理体制や索道施設の保守及び運行の管理の方法を作成

し安全管理規定に記しております。これらはすべて利用者の安全を確保するものであると同時に、私

達働く側も安全な作業を行うための大切な規定なのです。 



安全に対する取り組み 

 

 シーズン前に、理事会及び白石スキー場従事員研修において「不忘アザレア安全管理規定」を説明

し、輸送の安全の確保に必要な事業の実施と管理を行っております。 

＊スキー場オープン前の 12月 16日・17日に全職員（職員・期間雇用者）及びアルバイトに安全研修

会及び救助訓練を実施、不忘アザレア安全管理規定他を説明しました。 

＊始業前に毎朝ミーティングを行い、気象状況からリフトの状態・人員配置の確認及び安全に関する

情報の交換等を行い、各担当リフトの始業点検を行いました。 

＊シーズン中、理事長及び理事よる巡回点検を行い、各リフトの安全確認及び状況を点検しました。 

 

シーズン前の安全教育だけに留まらず、シーズン中もスキースクールスタッフと合同で救助訓練を

実施しました。 

 ここには写真の外側にできるラインを消すためにわざと意味のない文字を入れ白でごまかしている  

2012不忘アザレア索道従事員安全・技術研修会 （2011.12.16）  

                

  

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



安全に関する組織体制 

白石スキー場では、理事長から各リフト係員まで積極的に安全運行に取り組むため安全管理組織を

構築し、各責任者の責務を明確にしています。 
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白石スキー場の特殊索道に関する組織体制図
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索道技術管理者 

 

安全統括管理者の指揮の下、索道の運行の管理、索道施設の保守の管理その他の 

技術上の事項に関する業務を統括する。 

索道技術管理員 索道技術管理者の職務を補佐する。 

 

 

 

索道事業の輸送の安全の確保に関する業務を統括する。 

輸送の安全の確保に必要な設備投資・人事・財務に関する業務を統括する。 

輸送の安全の確保に関する最終的な責任を負う。 


